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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

 

に
ご
加
入
の
皆
様
へ お問い合わせ

☎63・3807

いきいき長寿課
お知らせ

　

現
在
発
行
し
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
の
保
険
証（
う
す
い
緑
色
）は
、

７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

す
。

　

新
し
い
保
険
証（
み
ず
色
）は
、７

月
初
旬
頃
か
ら
簡
易
書
留
郵
便
に
て

お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
お
手
元
に
届
き

次
第
、ご
使
用
く
だ
さ
い（
７
月
１
日

か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
）。

　

８
月
に
な
っ
て
も
保
険
証
が
届
か

な
か
っ
た
り
、保
険
証
の
記
載
事
項

に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、い
き
い

き
長
寿
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

み
な
さ
ま
の
健
康
の
維
持
、増
進

を
図
る
た
め
に
、禁
煙
に
取
り
組
む

方
に
、助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
者

　

医
療
機
関
の
禁
煙
外
来
に
お
い

て
、公
的
医
療
保
険
の
適
用
と
な
る

禁
煙
治
療
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、

左
記
の
全
て
に
該
当
す
る
方

・�

申
請
時
に
日
高
町
に
住
所
を
有
す

る
方

・�

禁
煙
外
来
治
療
に
お
い
て
所
定
の

治
療
過
程
を
完
了
し
た
方

・�

禁
煙
外
来
治
療
に
つ
い
て
、町
の

助
成
を
受
け
た
事
が
無
い
方

助
成
額

　

禁
煙
外
来
治
療
に
要
す
る
費
用
の

う
ち
、本
人
負
担
額
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
額（
上
限
１
万
円
）

　

詳
し
く
は
、い
き
い
き
長
寿
課（
☎�

６
３
・
３
８
０
７
）ま
で
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
う
す
い

緑
色
）は
、８
月
か
ら
は
お
使
い
い
た

だ
け
ま
せ
ん
の
で
、新
し
い
保
険
証

（
み
ず
色
）が
届
き
次
第
、役
場
に
お
越

し
の
際
に
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、ご
自

分
で
処
分
さ
れ
る
場
合
は
、細
か
く
裁

断
す
る
な
ど
し
て
、住
所
・
氏
名
な
ど

が
他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※�

令
和
３
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得

に
よ
り
、一
部
負
担
金
の
割
合
が

変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い（
住

民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円

以
上
の
被
保
険
者
の
い
る
世
帯
の

方
は
、一
部
負
担
金
の
割
合
が
３

割
と
な
り
ま
す
）。

　

�　

例
え
ば
、今
ま
で
１
割
だ
っ
た

方
が
３
割
負
担
に
変
更
と
な
る

場
合
、「
３
割（
令
和
３
年
７
月
31

日
ま
で
は
１
割
）」と
表
示
さ
れ

ま
す
。

8
月
1
日
か
ら
保
険
証
の
色
が

�

『
み
ず
色
』に
変
更

8月1日から後期高齢者医療の保険証の色が
『みず色』に変わります

※
現
在
お
持
ち
の
保
険
証

「
う
す
い
緑
色
」に
つ
い
て

今回お届けする新しい保険証（みず色）は、7月1日から有効と
なりますので、お手元に届き次第ご使用ください。

旧保険証
（うすい緑色）
7/31まで有効

新保険証
（みず色）

  7/1から有効
7月初旬頃からお届けします

禁
煙
外
来
治
療
費
を

 

助
成
し
ま
す
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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タク
シー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２,000円分を助成券で交付します。
　②２冊目以降は同様のものを8,000円で販売します。
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　令和4年３月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和22年4月1日以前に生まれた方）

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に
　　「利用者証」を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎22・3366 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

介護タクシーふくしん ☎20・5272

熊野御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者外出支援事業

【お問い合わせ】いきいき長寿課（☎６３・３８０７）
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